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１ 

令和７年第２回群馬県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

１ 会期  １日：令和７年８月２５日（月曜日） 

 

２ 会場  前橋市元総社町３３５番地８ 群馬県市町村会館２階 大会議室 

 

３ 議事日程 第１号 

日程第 １  議長の選挙 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  会議録署名議員の指名 

日程第 ４  会期の決定 

日程第 ５  副議長の選挙 

日程第 ６  報告第 １号 債権の放棄について 

日程第 ７  報告第 ２号 債権の放棄について 

日程第 ８  認定第 １号 令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９  認定第 ２号 令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０  議案第１０号 群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１１  議案第１１号 令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号） 

日程第１２  議案第１２号 令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３  同意第 １号 監査委員の選任について 

日程第１４  同意第 ２号 監査委員の選任について 

  



 

 

２ 

４ 本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第１４まで 

 

５ 出席議員（１８名） 

１番 富 田 公 隆     ２番 藤 江   彰 

３番 根 岸 赴 夫     ４番 後 藤   彰 

５番 人 見 武 男     ６番 大 木   光 

７番 星 野 一 広     ８番 桑 原 敏 彦 

９番 渋 谷 理津子    １０番 安カ川 信 之 

１１番 針 谷 賢 一    １２番 矢 野 勅 仁 

１３番 佐 藤 貴 雄    １４番 杉 山 英 行 

１６番 佐 藤   博    １７番 黒 岩   巧 

１８番 萩 原 正 信    １９番 森   雅 哉 

 

６ 欠席議員（１名） 

１５番 石 内 國 雄 

 

７ 説明のため出席した者 

広 域 連 合 長  臂   泰 雄   副広域連合長  熊 川   栄 

事 務 局 長  舟 橋 智恵子   事 務 局 次 長  大 澤 康 典 

管 理 課 長  梁 瀬 信 也   給 付 課 長  桒 原 理笑子 

保健事業室長  河 原   歩 

 

８ 職務のため出席した広域連合事務局職員  

議会書記長  生 水 康 仁    議 会 書 記  岩 井 美 紀 

議 会 書 記  須 永 雄 大    主   幹  山 洞 貴 子 

主   任  剱 持 莉 沙 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 

９ 会議の経過 

 

◎臨時議長紹介 

○ 議会書記（岩井美紀） 

開会前に申し上げます。 

議長でありましたみどり市の杉山英行議員、及び、副議長でありました神流町の坂

本英夫議員が任期満了で退任されましたので、現在、議長、副議長ともに空席となっ

ております。 

よって、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により年長議員

が臨時議長の職務を行うことになっております。 

出席議員のうち、みどり市議会選出の杉山英行議員が年長議員であります。 

杉山英行議員、議長席に御着席をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

◎開     会 

午後１時４３分 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しております。 

これより群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和７年第２回定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。 

 

◎開     議 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

直ちに、本日の会議を開きます。 

なお、本日の欠席通告者でありますが、玉村町の石内議員、１名であります。 

 

◎諸 般 の 報 告 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

議事日程に入る前に、議会書記から諸般の報告をいたします。議会書記。 

○ 議会書記（岩井美紀） 

令和７年第１回定例会以降の諸般の報告を申し上げます。 

はじめに、議会の議員の異動について申し上げます。 



 

 

４ 

まず、任期満了等により退任された議員について申し上げます。 

前橋市の笠原久議員、前橋市の新井美加議員、 

高崎市の後閑賢二議員、高崎市の新保克佳議員、 

伊勢崎市の宮田芳典議員、太田市の高田靖議員、 

沼田市の中村浩二議員、渋川市の安カ川信之議員、 

藤岡市の野口靖議員、富岡市の佐藤信次議員、 

安中市の罍次雄議員、みどり市の杉山英行議員、 

選挙区分１３榛東村の生方勇二議員、選挙区分１４神流町の坂本英夫議員、 

選挙区分１７明和町の坂上祐次議員、 

以上となります。 

 

次に、新たに当選された議員について申し上げます。 

前橋市の富田公隆議員、前橋市の藤江彰議員、 

高崎市の根岸赴夫議員、高崎市の後藤彰議員、 

伊勢崎市の大木光議員、太田市の星野一広議員、 

沼田市の桑原敏彦議員、渋川市の安カ川信之 議員、 

藤岡市の針谷賢一議員、富岡市の矢野勅仁議員、 

安中市の佐藤貴雄議員、みどり市の杉山英行議員、 

選挙区分１３玉村町の石内國雄議員、選挙区分１４下仁田町の佐藤博議員、 

選挙区分１７千代田町の森雅哉議員、 

以上となります。 

 

次に、監査委員から、令和７年１月執行分から６月執行分までの例月現金出納検査の

報告がありました。写しをお手元に配付しておりますので、ご承知おきください。 

また、本定例会の説明員として、地方自治法第１２１条の規定により、広域連合長等

執行部のほか、関監査委員に出席を求めております。 

以上でございます。 

 

◎仮議席の指定 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

議事の進行上、仮議席の指定を行います。 

今回、新たに選出されました広域連合議会議員の仮議席については、ただいまご着席

の議席を指定いたします。 

 



 

 

５ 

 

◎議長の選挙 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

日程第１、議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条の規定に基づき、指名推選により

行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選によることに決まりました。 

お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、臨時議長において指名することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、臨時議長において指名することに決まりました。 

議長に根岸赴夫議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました根岸赴夫議員を議長の当選人と定めることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました根岸赴夫議員が議長に当選されました。 

ただいま当選されました根岸赴夫議員が議場におりますので、群馬県後期高齢者医療

広域連合議会会議規則第３２条第２項の規定による当選の告知をいたします。 

 

◎議長あいさつ 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

根岸赴夫議員より議長就任のごあいさつをお願いいたします。 

 



 

 

６ 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま、みなさまのご審議によりまして議長になりました高崎市議会議長の根岸赴

夫でございます。皆様のお力添えをいただきながら広域連合議会の円滑な運営が図られ

るよう、臨んでまいる所存でございます。皆様のご支援、ご協力をお願いいたしまして、

議長就任にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 臨時議長（杉山英行議員） 

議長を交代いたします。 

 

◎議席の指定 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

議長を交代いたしました。 

日程第２、議席の指定を行います。 

今回新たに選出されました広域連合議会議員の議席については、ただいまご着席の議

席を指定いたします。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、９番渋谷理津子議員、１０番安カ川信之議員、以上の２名を指名い

たします。 

 

◎会 期 の 決 定 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期を、本日１日といたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

◎副議長の選挙 

○ 議長（根岸赴夫議員） 



 

 

７ 

次に、日程第５、副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選で行い

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することといたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

副議長に黒岩巧議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました黒岩巧議員を副議長の当選人と定めることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました黒岩巧議員が副議長に当選されました。 

ただいま当選されました黒岩巧議員が議場におりますので、群馬県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第３２条第２項の規定による当選の告知をいたします。 

 

◎副議長あいさつ 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

黒岩巧議員より議長就任のごあいさつをお願いいたします。 

○ 副議長（黒岩巧議員） 

ただいま、皆様のご推挙によりまして広域連合議会の副議長に選任されました、長野

原町議会議長の黒岩巧でございます。これからは、根岸議長を補佐しながら議会運営が

スムーズに進行できますよう、主力を尽くしてまいる所存でございます。皆様方の温か



 

 

８ 

いお力添え、ご協力を心よりお願い申し上げまして、簡単ではございますが、副議長就

任のあいさつにさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎報告議案の上程 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第６、報告第１号「債権の放棄について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（舟橋智恵子） 

報告第１号「債権の放棄について」ご説明申し上げます。 

議案書１ページをご覧ください。 

報告第１号につきましては、群馬県後期高齢者医療広域連合債権管理条例第１２条第

１項第１号の規定により債権を放棄いたしましたので、同条第２項の規定により報告す

るものでございます。 

今回報告いたします債権放棄につきましては、後期高齢者医療 不当利得請求に係る療

養費返還金、１件、３３９万２，３４１円につきまして、債務者が生活困窮状態となり、

資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められたため、債権

を放棄したものでございます。 

以上でございます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

以上で、報告第１号を終わります。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第７、報告第２号「債権の放棄について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（舟橋智恵子） 

報告第２号「債権の放棄について」ご説明申し上げます。 

議案書２ページをご覧ください。 

報告第２号につきましては、群馬県後期高齢者医療広域連合債権管理条例第１２条第

１項第３号の規定により債権を放棄いたしましたので、同条第２項の規定により報告す
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るものでございます。 

今回報告いたします債権放棄につきましては、後期高齢者医療第三者行為求償事務に

係る損害賠償請求金、２件、７４３万３，５３８円につきまして、消滅時効に係る時効

期間が満了したことにより債権を放棄したものでございます。 

以上でございます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

以上で、報告第２号を終わります。 

 

◎決算認定議案の上程 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第８、認定第１号「令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について」及び、日程第９、認定第２号「令和６年度群馬県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、以上２件を一括

して議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（臂泰雄） 

ただいま一括上程となりました、認定第１号「令和６年度群馬県後期高齢者医療広域

連合一般会計歳入歳出決算の認定について」及び認定第２号「令和６年度群馬県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、ご説明を申し

上げます。 

お手元の議案書、８ページ及び９ページをご覧ください。 

令和６年度の一般会計決算額でございますが、歳入総額は、１億２５８万３，５２８

円でございます。 

次に、１０ページ及び１１ページをご覧ください。 

歳出総額は、９，１１３万２，０２６円でございます。 

この結果、歳入歳出差引残額は１，１４５万１，５０２円となりました。このうち、

地方自治法第２３３条の２の規定により、６００万円を財政調整基金へ積み立ていたし

ましたので、記載はありませんが、残りの５４５万１，５０２円が翌年度への繰越金と

なるものでございます。 
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続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。 

議案書の２６ページ及び２７ページをご覧ください。 

令和６年度の特別会計決算額でございますが、歳入総額は、２，７６８億３，８４２

万１，５６６円でございます。 

次に、２８ページ及び２９ページをご覧ください。 

歳出総額は、２，６９９億３，１１２万２，００３円でございます。 

この結果、歳入歳出差引残額は、６９億７２９万９，５６３円となりました。このう

ち、地方自治法第２３３条の２の規定により、３０億１,０００万円を医療給付費等準備

基金へ積み立ていたしましたので、記載はありませんが、残りの３８億９，７２９万９，

５６３円が翌年度への繰越金となるものでございます。 

なお、詳細につきましては事務局から説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご

認定賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

事務局長。 

○ 事務局長（舟橋智恵子） 

それでは、歳入歳出決算事項別明細書によりまして、各会計の歳入歳出決算の主なも

のについてご説明申し上げます。 

まず、一般会計 歳入歳出決算でございます。 

議案書の１４ページ、１５ページをご覧ください。 

はじめに、歳入ですが、１款「分担金及び負担金」の収入済額、９，８３９万４，０

００円は、構成市町村からの事務費負担金でございます。 

２款「財産収入」の８万４，６９８円は、財政調整基金の運用利子でございます。 

４款「繰越金」の４０５万３，７３２円は、前年度からの繰越でございます。 

５款「諸収入」の５万１，０９８円は、ホームページの広告掲載料などでございます。 

歳入につきましては、以上でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１８ページ、１９ページをご覧ください。 

まず、１款「議会費」の支出済額６５万３,３５３円は、議員報酬等、議会の運営に係

る経費でございます。 

２款「総務費」の、８,６６４万２４３円は、備考欄にありますとおり、一般管理事業・

後期高齢者医療懇談会事業・会計管理事業・監査運営事業など庶務的な事業に係る経費

であり、一般管理事業の１８節における市町村負担金が大半を占めております。 

これは事務局長、次長、総務課及び会計課の各市町村からの派遣職員８名分の人件費負

担金でございます。 
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続きまして、２０ページ、２１ページをご覧ください。 

下から３行目の、３款「基金積立金」８万４，６９８円は、財政調整基金の運用利子

を、積み立てたものでございます。 

続きまして、２２ページ、２３ページをご覧ください。 

５款「諸支出金」の３７５万３，７３２円は、構成市町村からの事務費負担金の前年

度精算に伴う返還金でございます。 

一般会計歳入歳出決算につきましては、以上でございます。 

続きまして、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、ご説明申し上げます。 

議案書の３２ページ、３３ページをご覧ください。 

はじめに、歳入でございます。 

１款「市町村支出金」ですが、１項１目「事務費負担金」の収入済額、８億７０６万

９，０００円は、後期高齢者医療制度の運営に要する共通経費を、構成市町村にご負担

いただいたものでございます。 

１項２目「保険料等負担金」の３１４億７，９７５万９，０８３円は、備考欄にあり

ますとおり、市町村で徴収しました保険料負担金と、低所得者等の保険料軽減分の市町

村負担金であります、保険基盤安定負担金でございます。 

１項３目「療養給付費負担金」の２１８億１，７１７万１，２２４円は、療養給付費

等の１２分の１を割合とします、市町村負担金でございます。 

次に、２款「国庫支出金」でございますが、１項１目「療養給付費負担金」の６４１

億２，８６１万５，５５５円は、療養給付費等の１２分の３を割合とします国の負担金

でございます。 

１項２目「高額医療費負担金」の１７億７５０万５，５０２円は、レセプト１件当た

り８０万円を超えた医療費に対する、一定割合の国の負担金でございます。 

２項１目「調整交付金」の２３４億５，５７８万４，０００円は、備考欄にあります

とおり、広域連合間の財政力不均衡などを調整する普通調整交付金と、マイナ保険証の

周知広報や保健事業等の実施に対し交付されました特別調整交付金でございます。 

２項２目「後期高齢者医療制度事業費補助金」の８，９２０万２，７７８円は、備考

欄にありますとおり、健康診査、歯科健康診査からなる健康診査事業費及び特別高額医

療費共同事業費に対する補助金でございます。 

続きまして、３４ページ、３５ページをご覧ください。 

２項３目「後期高齢者医療災害等臨時特例補助金」の３３万４,０００円は、東日本大

震災で被災した被保険者の一部負担金の免除及び保険料減免の特例措置に対する補助金

でございます。 

２項４目「社会保障・税番号制度システム整備費等補助金」の７９５万７，０００円
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は、マイナ保険証の周知広報等に係る経費に対する補助金でございます。 

２項５目「高齢者医療制度円滑運営事業費補助金」の１，１０１万８，０００円は、

広域連合や市町村で使用する後期高齢者医療標準システムの改修に要した経費に対する

補助金でございます。 

次に、３款「県支出金」でございますが、１項１目「療養給付費負担金」の２０８億

３，９４０万５，４７４円は、療養給付費等の１２分の１を割合とします県の負担金で

ございます。 

１項２目「高額医療費負担金」の１７億７５０万５，５０２円は、レセプト１件当た

り８０万円を超えた医療費に対する、一定割合の県の負担金でございます。 

続きまして、３６ページ、３７ページをご覧ください。 

４款「支払基金交付金」の１,０５０億３，７３３万２,０００円は、国民健康保険、

被用者保険など現役世代が加入する保険者からの支援金でございます。 

次に、５款「特別高額医療費共同事業交付金」の１億６，０４０万３，２０１円は、

４００万円を超える、高額な医療費のうち、２００万円を超える部分につきまして、国

保中央会が、各広域連合からの拠出金を財源として調整を行い、当広域連合に交付され

たものでございます。 

６款「財産収入」の５９７万４，６５６円は、後期高齢者医療給付費等準備基金の運

用利子でございます。 

７款「繰入金」ですが、１項１目「後期高齢者医療給付費等準備基金繰入金」の２２

億７，６６０万５,０００円は、主に、医療給付の財源として、基金から繰り入れを行っ

たものでございます。 

８款「繰越金」の、３０億２，５０７万８，７２７円は、前年度からの繰越でござい

ます。 

続きまして、３８ページ、３９ページをご覧ください。 

１０款「諸収入」の、２億８，１７０万８６４円は、保険料の延滞金や、交通事故な

どの第三者行為にかかる医療費について、加害者側から納められた第三者納付金、医療

機関等からの医療費返納金などでございます。 

なお、３項２目「第三者納付金」の不納欠損額２万６９１円は、第三者行為求償事務

に係る損害賠償請求金について、時効により、不納欠損処理を行ったものでございます。 

また、３項３目「返納金」の不納欠損額４０３万３，５３９円は、主に、医療機関等

からの医療費返納金について、債務者が生活困窮状態となり、履行の見込みがなくなっ

たため、不納欠損処理を行ったものでございます。 

歳入につきましては、以上でございます。 

続きまして、歳出でございます。 
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４２ページ、４３ページをご覧ください。 

１款「総務費」の支出済額は１１億４，９３５万６，１９０円で、主な内容につきま

しては、備考欄をご参照ください。そのうち、１２節「委託料」については、電算処理

システムの運用保守やレセプトデータの作成処理などの委託料でございます。また、１

８節「市町村負担金」は、管理課・給付課及び総務課保健事業室の各市町村からの派遣

職員１８名分の人件費負担金でございます。 

次に、２款「保険給付費」の２,６４４億８，６１３万２，２３６円ですが、１項 1 目

「療養給付費」の２,４３８億６，０６８万４，５４９円、及び１項２目「訪問看護療養

費」の３２億１２８万７，５３４円は、被保険者の療養給付に要した費用でございます。 

続きまして、４４ページ、４５ページをご覧ください。１項５目「審査支払手数料」

の６億９，５６６万５，７８４円は、レセプト審査、及び診療報酬の支払いに係る手数

料でございます。 

次に、２項１目「高額療養費」の１５４億９，０８５万９，４１１円は、被保険者１

か月あたりの自己負担の合計額が、限度額を超えた場合に支給するものでございます。 

次に、２項２目「高額介護合算療養費」の２億４，６０９万３２３円は、医療保険と

介護保険における、年間の自己負担の合計額が、限度額を超えた場合に、支給するもの

でございます。 

次に、３項１目「葬祭費」の９億９，１３０万円は、被保険者が死亡した際に、葬祭

を行った者に対し、支給するものでございます。 

次に、３款「財政安定化基金拠出金」は０円となりますが、これは、保険料の未納や

医療給付費の増大等によります、財政への影響に対処するために、県に設置された基金

への拠出金で、国、県及び広域連合が、それぞれ３分の１ずつ同額を拠出しているもの

でございますが、令和４年度から拠出率を０としたことによるものでございます。 

次に、４款「特別高額医療費共同事業拠出金」の１億９，４０１万５４７円は、４０

０万円を超える高額な医療費のうち、２００万円を超える部分について、国保中央会が、

全国の広域連合間の財政調整を行う共同事業への拠出金でございます。 

続きまして、４６ページ、４７ページをご覧ください。 

５款「支払基金拠出金」、１項１目「出産育児支援金」の２億１，４６５万８，６６４

円は、令和６年４月から開始された制度で、子育てを社会全体で支援する観点から、後

期高齢者医療制度において、出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みとし

て導入されたもので、社会保険診療報酬支払基金に対する拠出金となります。 

６款「保健事業費」、１項１目「健康診査費」の９億６，４８１万７，６３１円は、市

町村に委託し、実施した健康診査事業に係る委託料でございます。 

１項２目「その他健康保持増進費」の３億８，５９１万６，５９１円ですが、主な内
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容は、市町村が実施した人間ドック健診費助成事業に対する補助金でございます。 

１項３目「歯科健康診査費」の３，１９８万３，６００円は、歯科健康診査事業の委

託等に係る経費でございます。 

次に、７款「基金積立金」の５９７万４，６５６円は、医療給付費等準備基金の運用

利子を積み立てたものでございます。 

続きまして、４８ページ、４９ページをご覧ください。 

９款「諸支出金」のうち１項２目「償還金」の、２４億６，４３９万８，２８８円で

すが、これは、市町村支出金、国庫支出金、県支出金、及び支払基金交付金の前年度精

算に伴う返還金でございます。 

特別会計の説明は以上となりまして、各会計の歳入歳出決算の説明とさせて頂きます。 

なお、監査委員の歳入歳出決算の審査意見書は、議案書５７ページから６６ページま

でのとおりでございます。 

よろしくご審議の上、認定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。 

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

これより、討論に入ります。 

討論は、ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、討論を打ち切ります。 

これより、採決いたします。 

はじめに、認定第１号「令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出

決算の認定について」、採決いたします。 

本案を認定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。 

よって、認定第１号を、認定することに決まりました。 

次に、認定第２号「令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合特別会計歳入歳出決算



 

 

１５ 

の認定について」を採決いたします。 

本案を認定することに、賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。 

よって、認定第２号を、認定することに決まりました。 

 

◎条例議案の上程 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第１０、議案第１０号「群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（舟橋智恵子） 

議案第１０号「群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

議案書９３ページ、別冊説明資料の１ページを併せてご覧ください。 

まず、１改正の理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に

伴い、部分休業制度の拡充を行うため、所要の改正を行うものでございます。 

次に、２主な内容でございますが、３点ございます。 

まず１点目、法に定める部分休業を請求できる期間の範囲が拡充されることに伴い、

その単位期間、上限時間等を定めるものでございます。 

２点目は、職員が部分休業を請求した場合において、勤務時間の始め又は終わりに限

り承認可能とする取り扱いを廃止するものでございます。 

３点目は、部分休業の申し出内容の変更及び育児休業の承認取り消しに係る要件を定

めるものでございます。 

施行期日は、令和７年１０月１日でございます。 

以上、議案第１０号の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。 

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 



 

 

１６ 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

これより、討論に入ります。 

討論は、ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、討論を打ち切ります。 

これより、議案第１０号「群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例について」、採決いたします。 

本案は原案のとおり可決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。 

よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

 

◎補正予算議案の上程 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第１１、議案第１１号「令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第１号）」及び、日程第１２、議案第１２号「令和７年度群馬県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」、以上２件を一括して議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。事務局長。 

○ 事務局長（舟橋智恵子） 

ただいま一括上程となりました、議案第１１号及び議案第１２号の２議案につきまし

て、ご説明申し上げます。 

議案書の９９ページをご覧ください。 

まず、議案第１１号「令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）」でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５１５万１,０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ、１億３，８８９万１,０００円とするもの

でございます。 

内容につきましては、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

１０６ページと１０７ページをご覧ください。 

はじめに、歳入でございますが、４款「繰越金」は、前年度からの繰越でありまして、

令和６年度決算に伴い、５１５万１,０００円を追加するものでございます。 

次に、歳出でございますが、１０８ページ、１０９ページをご覧ください。 

５款２項１目「償還金」ですが、市町村からの事務費負担金の令和６年度決算に基づ



 

 

１７ 

く精算に伴う返還金５１５万１,０００円を追加するものでございます。 

議案第１１号の説明は以上でございます。 

続きまして、１１３ページをご覧ください。 

議案第１２号「令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）」でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３７億９，

６３９万３,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ、２,９６２億２７８万

円とするものでございます。 

内容につきましては、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

１２０ページ、１２１ページをご覧ください。 

はじめに、歳入でございますが、１款１項３目の「療養給付費負担金」は、令和６年

度決算において、負担金が不足した一部市町村から、今年度追加納付いただくため、２，

７９６万１,０００円を追加するものでございます。 

７款１項１目の「後期高齢者医療給付費等準備基金繰入金」は、令和６年度決算に伴

いまして、２，８８６万７,０００円を減額するものでございます。 

８款１項１目の「繰越金」は、令和６年度決算に伴う繰越金３７億９，７２９万９,０

００円を追加するものでございます。 

次に歳出でございますが、１２２ページ、１２３ページをご覧ください。 

９款「諸支出金」のうち、１項２目「償還金」は、事務費及び療養給付費の市町村負

担金、国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金の、令和６年度決算に基づく精算に伴

う返還金３７億９，６３９万３,０００円を追加するものでございます。 

なお、２款「保険給付費」における、財源更正につきましては、財源の組み替えを行

うものでございます。 

議案第１２号の説明は以上でございます。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。ご質疑、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ご質疑、ないようですので、質疑を打ち切ります。 

これより、討論に入ります。討論、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

討論もないようですので、討論を打ち切ります。 



 

 

１８ 

これより、採決を行います。 

はじめに、議案第１１号「令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号）」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。よって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１２号「令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。よって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎監査委員の選任 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第１３、同意第１号「監査委員の選任について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（臂泰雄） 

ただいま上程されました同意第１号「監査委員の選任について」ご説明申し上げます。 

議案書１２４ページをご覧ください。 

広域連合の監査委員につきましては、広域連合規約第１６条の規定に基づきまして、

２人となっており、１人は識見を有する者、１人は議員のうちから、それぞれ議会の同

意を得て選任することとされております。 

識見を有する者のうちから選任された関哲哉氏が、令和７年８月３１日をもって任期

満了となることから、その後任として、高崎市代表監査委員の南雲孝志氏を選任いたし

たく、ご提案申し上げるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。ご質疑、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 



 

 

１９ 

これより、討論に入ります。討論、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、討論を打ち切ります。 

これより、同意第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり同意することに、賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり同意することに決まりました。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

次に、日程第１４、同意第２号「監査委員の選任について」を 議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により後藤議員の退席を求めます。 

（後藤議員退席） 

提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

○ 広域連合長（臂泰雄） 

ただいま上程されました同意第２号「監査委員の選任について」ご説明申し上げます。 

議案書の１２５ページでございます。 

現在、議員のうちから選任される監査委員が、欠員となっておりますので、後藤彰議

員を選任いたしたく、ご提案申し上げるものでございます。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。ご質疑、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、質疑を打ち切ります。 

これより、討論に入ります。討論、ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

ないようですので、討論を打ち切ります。 

これより、同意第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり同意することに、賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

○ 議長（根岸赴夫議員） 



 

 

２０ 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり同意することに決まりました。 

後藤議員の入場を求めます。 

（後藤議員入場） 

 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 

◎閉 会 

○ 議長（根岸赴夫議員） 

これをもちまして、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和７年第２回定例会を閉会

いたします。 

午後２時３５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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  議 長    根 岸 赴 夫 
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当選人  
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債権の放棄について  承   認  
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第  ２号  
債権の放棄について  承   認  

認   定  

第  １号  

令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について  
認   定  

認   定  

第  ２号  

令和６年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について  
認   定  

議   案  

第１０号  

群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例について  
可   決  

議   案  

第１１号  

令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第１号）  
可   決  

議   案  

第１２号  

令和７年度群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）  
可   決  

同   意  

第  １号  
監査委員の選任について  

同   意  

南雲  孝志  
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第  ２号  
監査委員の選任について  

同   意  
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